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≪社会人入試による研究課題について≫ 

 

「環 境 問 題 と 法」 

講座責任者  大塚  直 教授 ・ 河野 真理子 教授 

 森本 英香 教授 

 環境問題は，一国内の地域レベルから，国内的，国際的，地球規模にまで及ぶ広がりを持つにいたって

おります。しかも，これらのレベルにおける諸問題は相互依存の関係に立っているので，対応策も国内的

側面と国際的側面を視野に入れて実行されることが求められています。 

 環境問題における対応策は，法的手段を用いて実行されるので，この研究課題は法学的観点からの考察

を中心においています。しかし既存の法理論と法制度を通して解決可能な問題領域と，新たな法的手段を

つくりだすことによって解決が可能となる広範囲の問題領域が並存しています。新たな法的手段の選択は，

環境問題の性格上，自然科学的知見や経済学的法則を考慮に入れた政策的意思決定によって行われるので，

この研究課題は単なる法理論や法制度の解説を超えた学際的な観点からの考察が必要となります。そのよ

うな観点を基礎におく法的手段の選択肢の提示を目指したいと考えています。 

 環境問題の解決を担うのは，市民・企業・国内的／国際的な非政府組織（NGOs）・地方公共団体・国・

国連その他の政府間組織です。それぞれの関心と担うべき課題が，地域レベルから地球規模に及ぶ諸問題

との関わりで様々な形で生じてきます。国内問題と国際問題という枠組のどちらに重点をおくか科目間に

差異は生じますが，これらの多様な関心と課題に対応したいと思います。 

 環境問題の領域は広範囲に及び，必要な知識も法律学を超えて多数の専門的学問分野にわたっています。

したがって，完成されたといいうる環境法の専門家は存在しえないと言うことができます。この研究課題

に関与する，それぞれの専門分野を異にする私たち複数の研究者と，さまざまな関心・経験と知識をもつ

社会人・大学院生とによって構成される知的共同体の中から，多様な議論を経た創造的な研究が生みださ

れてきています。 

 個別の環境問題に直面する社会人の方々にとって，さまざまな専門領域・法政策の理論と知的交流を持

ち，環境問題の現象面での多様性，法理論面での多面性を理解することは，現場の問題に対して新たな視

角を得るために有用であると確信しています。 
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「知 的 財 産 紛 争 と 法」 

講座責任者 上野 達弘 教授 ・鈴木 將文 教授 

ラーデマッハ クリストフ 教授 

 現代の経済活動において知的財産権の重要性は、国際化の進展やインターネットの普及などもあって、

ますます増大しており、国としても知的財産の活用を巡る毎年の政策の方針を知的財産推進計画として取

りまとめて発表している。特許の分野では近時、特許権の保護の強化の行き過ぎがいわゆるパテント・ト

ロールの活躍の場を提供しているのではないかという反省から、イノベーションの進展と知的財産保護の

在り方を巡る議論が活発化しているし、著作権の分野でも保護強化と著作物を利用する側の権利や利益と

のバランスをいかに図るかといった議論が活発化している。そのほか、商標の分野でも音や色の商標登録

が認められたものの、その権利行使の際に生ずるだろう問題など、喫緊に解決を迫られる問題が山積みさ

れている。いずれも権利の保護と利用とのバランスをいかに取るかといった法的な観点からの検討が欠か

せない問題ということができる。  

 研究課題「知的財産紛争と法」は、このような世界的な規模で展開する知的財産法を巡る紛争に対して、

これを予防しあるいは解決していくための方策を理論的側面と実務的側面から検討していくことを目的と

している。大学院で知的財産権法を研究しようとする者である以上、特許法と著作権法は学修済みである

ことが好ましいが、入学後の研究テーマとしては、これに止まらず、商標法、意匠法、不正競争防止法な

ど、何を選択してもかまわない。２年間の学修期間を活用して、社会経験を踏まえつつ、腰の据わった、

知的財産権法分野に貢献できる研究をし、これを論文化することを目指して欲しい。 
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「租 税 紛 争 と 法」 

講座責任者  下山 憲治 教授 ・ 田村 達久 教授 

渡辺 徹也 教授 

 人や財が動く所には、必ず租税の問題が発生する。それゆえ、経済取引や投資などの契約形式やそれら

の受皿となる器（＝組織）を考える場合にも、租税負担に関する検討が不可欠となる。さらに、国境を越

えての人や商品・資本の移動が増大するなか、国際租税の検討を欠く移動の選択には大きな経済的リスク

が伴わざるをえない。加えて、日本国民の資産蓄積が増大するなかで、贈与や相続をめぐる紛争も増大し

てきているが、その紛争の解決には租税負担の考慮が不可避である。このように、あらゆる社会領域、と

りわけ私法秩序の検討場面では、租税制度との関連に留意することが非常に重要となってきている。 

以上のことを前提にすると、法学研究科に租税法に関する社会人コースを設置する意義は、まず租税に

関する実体法についての専門的知識を法的観点から深化させる機会を与えることにある。また、民法や行

政法、さらには商法や民事訴訟法、国際法等の隣接法領域に関する知識を高度化させながら、租税法の諸

問題を法秩序全体のなかで見直すというところにも、大学院に「租税紛争と法」という研究課題を設定す

る意義を見いだすことができる（そして、このような総合的学習の中で、特に税務訴訟に対応できるため

の基礎知識も確実に獲得して欲しい）。 

租税法に関する専門的能力、さらには法的思考能力を高めたいと考えている社会人の方に、多様な生活

環境や職場環境に適応した各人の研究計画をもって、この社会人コースに参加してもらいたい。これまで

も租税に関して異なる立場にある方々（弁護士、公認会計士、税理士、公務員、企業の税務部門担当者な

ど）が参加されたが、大学院という学問の場で、それぞれが所属している組織等から少し距離を置き、共

に租税法を学ぶ者同志としてフェアーで真摯な議論が行われてきた。 

最後に、このコースでは修了要件として修士論文を書くことが義務付けられるので、この点にも留意が

必要である。修士論文の作成という、長く蓄積された従来の研究成果に何ものかを付け足そうとする作業

は、それほど容易なものではないが、忘れがたい貴重な経験となるはずである。 
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「社会保障，社会福祉・成年後見の法と行政」 

講座責任者  岡田 正則 教授 ・ 菊池 馨実 教授 

橋本 有生 教授 

世界に類をみない少子高齢社会・人口減少社会の到来などを背景として，社会保障制度の見直しが喫緊

の政策課題となっています。当研究課題は，こうした大変革期にある社会保障・社会福祉・成年後見法制

を分析対象とし，法的視座から，わが国が抱える今日的諸課題にアプローチしていくことをねらいとして

います。 

本研究課題の特色としては，変転極まりない社会保障法制等の特質を踏まえ，社会保障法・行政法・成

年後見法（民法）を専門とする研究者教員による授業・論文指導が受けられるほか，政策立案に長年携わ

り教育経験も豊かな実務家教員による幅広い授業が展開される点が挙げられます。 

なかでも，社会保障法担当教員による指導のみならず，社会保障行政に詳しい行政法担当教員による指

導が受けられることで，社会保障・社会福祉を取り巻く法的諸問題を多角的に掘り下げることができます。

また最近、意思決定支援や権利擁護支援といった新たな動きがみられる成年後見法を研究テーマとし、指

導を受けられる点でも，本プログラムは他に類をみないプログラムであると言えるでしょう。 

各院生には，各人がとくに関心をもつ分野の研究テーマを指導教員の下で探求する一方，社会保障法・

行政法・成年後見法（民法）の諸分野の授業を幅広く受講する機会が提供されます。 

授業は，基本的に平日夜間及び土曜日に開講され，国家公務員・地方公務員，社会福祉協議会・健康保

険組合など団体職員・NPO職員，企業の人事・労務担当者，金融機関の企業年金担当者、弁護士，司法書

士，社会保険労務士，社会福祉士等の専門職など，社会保障・社会福祉・成年後見に関連した各職種の社

会人の方々が，質・量ともに十分満足できる内容のメニューを揃えているものと自負しています。 

様々な関心・経験をもつ社会人大学院生と，研究者・実務家教員，研究者志望大学院生らによる知的共

同体から，知的資源を社会に還元していきたいと考えています。関心ある社会人の方々が奮って出願され

ることを期待しています。 
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「国際海事問題の実務と法」 

講座責任者  箱井 崇史 教授 ・ 河野 真理子 教授 

 わが国は世界有数の海洋国であり，航海，海運，港湾，海事産業などにかかわる重要な法律的課題に直

面しています。ところで，海法を総合的にとらえる研究活動は欧米では一般に行われていますが，わが国

ではこれまで各法分野に分散した形で扱われてきました。そこで，私たち講座責任者は，総合海法研究を

目的とするプロジェクト研究所として発足した海法研究所の支援を受けながら，わが国における海法教育，

とりわけ社会人に対する海法の法理論教育を実現するために当講座を開設することにしました。もとより，

海法は実務に密接に関連する法領域であり，またすぐれて国際的な法領域でもあります。研究課題を「国

際海事問題の実務と法」としているのは，現代的かつ実践的な諸問題に関する法理論を研究していきたい

と考えたことによります。 

 そのため，この講座は早稲田大学において海法領域の研究・教育にあたる教員を中心としながら，わが

国の代表的な海事弁護士・実務家，関係官庁（国土交通省海事局）の政策担当者等を講師に迎え，海法の

主要領域について最高水準の理論教育を行うことができるように設計しています。 

 研究指導では，受講者がそれぞれの関心に応じて海法に関する理論的な研究を進め，修士学位論文を作

成します。修士論文の作成指導は，指導教授のほか，論文のテーマに応じて各担当教員の指導を受けるこ

ともできます。講義については，関連科目として設置されている海法科目を中心に履修することになりま

すが，指導教授と相談の上，受講生の関心に応じて海法科目以外からも選択することができます。さらに，

海法研究所の開催する国際シンポジウム，各種研究会とも協調しながら，幅広い研究機会を提供していき

たいと考えています（http://www.wiml.jp/をご覧ください）。 

 受講者の業種などは不問ですので，海法を総合的に学びつつ，一つのテーマについて研究論文を作成し

てみようという意欲のある方々の応募をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


